
「
原
文
書
」
と
戦
国
期
の
海
上
氏
に
つ
い
て

外

山

信

司

は
じ
め
に

「
原
文
書
」
に
は
、
海
上
中
務
少
輔
・
蔵
人
が
千
葉
胤
富
の
発
給
文
書
に

宛
所
と
し
て
七
例
み
え
る
ほ
か
、
山
城
守
・
孫
四
郎
・
藤
太
郎
・
宮
内
大
輔

と
い
っ
た
海
上
一
族
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
千
葉
氏
の
東
総
支
配
の
要
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
森
山
城
（
香
取
市
岡
飯
田
）
に
在
城
し
て
い
た
中
務

少
輔
・
蔵
人
は
、
そ
の
城
将
の
中
心
で
あ
り
、
石
毛
氏
・
原
氏
（
森
山
原

氏
）・
安
藤
氏
と
と
も
に
「
彼
地
在
城
之
者
之
内
、
頭
立
衆
四
五
人
」
と
呼

ば
れ
る
存
在
で
あ
（
１
）

っ
た
。

海
上
氏
は
平
安
末
期
に
両
総
平
氏
の
一
族
と
し
て
登
場
し
た
が
、
常
衡
と

そ
の
子
常
幹
を
祖
と
す
る
こ
の
系
統
は
、
源
平
内
乱
期
に
勢
力
を
失
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
鎌
倉
幕
府
の
樹
立
に
貢
献
し
た
千
葉
常
胤
の
子
で
あ
る

胤
頼
に
始
ま
る
東
氏
の
庶
流
と
し
て
の
海
上
氏
が
登
場
（
２
）

し
た
。
胤
頼
の
孫
で

勅
撰
歌
人
と
な
り
、
東
氏
発
展
の
基
礎
を
築
い
た
胤
行
（
素
暹
）
の
弟
で
あ

る
胤
方
は
、
下
総
国
海
上
庄
（
銚
子
市
・
旭
市
の
一
部
）
を
領
し
て
「
海
上

次
郎
」
を
称
し
、
常
胤
系
海
上
氏
の
祖
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
海
上
庄
は
律

令
制
下
の
海
上
郡
が
荘
園
化
し
た
も
の
で
、
三
崎
庄
と
も
呼
ば
れ
、
横
根
郷

（
旭
市
横
根
）、
本
庄
郷
（
銚
子
市
本
城
町
）、
舟
木
郷
（
同
船
木
町
）、
高

上
（
同
高
神
東
町
・
西
町
他
）、
馬
場
（
同
馬
場
町
）、
飯
沼
（
同
飯
沼
町
）、

松
本
（
同
松
本
町
）
な
ど
の
多
く
の
郷
や
村
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
名
字
の
地

と
す
る
庶
子
家
が
庄
内
に
広
が
っ
て
い
た
。
海
上
惣
領
家
は
飯
沼
観
音
と
し

て
知
ら
れ
る
円
福
寺
（
真
言
宗
、
銚
子
市
）
や
常
灯
寺
（
真
言
宗
、
銚
子
市

常
世
田
町
）
を
外
護
す
る
と
と
も
に
、
室
町
期
に
は
鎌
倉
公
方
の
奉
公
衆
と

（
３
）

な
り
、
戦
国
期
に
は
中
島
城
に
拠
っ
て
銚
子
地
方
に
大
き
な
勢
力
を
有

（
４
）

し
た
。

鎌
倉
期
か
ら
室
町
期
の
海
上
氏
に
つ
い
て
は
、
小
笠
原
長
和
氏
、
川
名
登

氏
、
篠
崎
四
郎
氏
、
横
田
光
雄
氏
、
高
森
良
信
氏
を
は
じ
め
と
す
る
先
学
の

豊
富
な
研
究
が
あ
（
５
）

る
が
、
戦
国
期
に
関
す
る
研
究
は
系
譜
関
係
な
ど
の
基
礎

的
事
実
に
つ
い
て
も
不
明
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
進
展
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で

小
稿
で
は
、
戦
国
末
期
の
千
葉
氏
と
海
上
氏
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
と

と
も
に
、
千
葉
大
学
大
学
院
で
の
原
文
書
講
読
会
に
お
け
る
「
原
文
書
」
の

読
み
込
み
の
成
果
を
紹
介
し
つ
つ
、
戦
国
期
の
海
上
氏
の
在
り
方
を
素
描
し

論

文
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勝
胤 

千
葉 

昌
胤 

� 

利
胤 

� 親
胤 

� 通
性
芳
泰 

海
上
山
城
守
女 

直
重 

胤
寿 

臼
井
四
郎 

� 胤
富 

海
上
九
郎 

� 

� 邦
胤 

重
胤 

北
条
氏
政
五
男 

て
い
き
た
い
。

一

千
葉
胤
富
と
海
上
氏

戦
国
末
期
の
千
葉
氏
は
「
海
上
千
葉
氏
」
と
称
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。

弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
に
千
葉
親
胤
が
没
す
る
と
、
そ
の
庶
兄
に
当
た
る

胤
富
が
千
葉
宗
家
を
継
承
し
た
が
、
胤
富
は
海
上
氏
と
深
い
か
か
わ
り
を
有

し
て
い
た
の
で
（
６
）

あ
る
。

戦
国
末
期
に
原
形
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
千
学
抄
抜
粋
』
に
は
、

胤
富
の
父
で
あ
る
千
葉
昌
胤
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

一
、
昌
胤
、
常
天
と
称
す
、
御
捐
館
年
五
十
一
、
法
諡
法
阿
弥
陀
仏
、
実

に
（
一
五
四
六
）

天
文
十
五
年
丙
（
午
）
子
正
月
二
十
七
日
也
、
御
子
二
人
、
長
子
利
胤
、

ヨ
リ

ト
ム

二
男
胤
寿
臼
井
四
郎
、
三
男
胤
富
海
上
九
郎
、
四
男
は
親
（
７
）

胤
也
、

こ
れ
に
よ
り
千
葉
氏
の
家
督
を
継
承
す
る
以
前
、
胤
富
は
「
海
上
九
郎
」

を
称
し
、
海
上
氏
の
名
跡
を
継
い
で
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る﹇
系
図
﹈。

近
世
に
成
立
し
た
『
千
葉
大
系
図
』
に
よ
れ
ば
、
胤
富
の
妻
（
通
性
芳
泰
）

は
海
上
山
城
守
の
女
で
あ
り
、
森
山
城
下
に
そ
の
法
号
を
山
号
・
寺
号
と
す

る
通
性
山
芳
泰
寺
（
曹
洞
宗
）
が
菩
提
寺
と
し
て
建
立
さ
れ
、
彼
女
は
胤
富

の
嫡
子
邦
胤
の
生
母
で
あ
っ
た
（
８
）

い
う
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
昌
胤
の
庶
子
で

あ
っ
た
胤
富
が
、
婿
入
り
す
る
か
た
ち
で
海
上
氏
を
継
承
し
た
こ
と
が
判
明

す
る
。
こ
う
し
て
胤
富
は
海
上
氏
に
支
え
ら
れ
て
森
山
城
に
入
っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
黒
田
基
樹
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
胤
富
が
継
い
だ
の

は
海
上
惣
領
家
で
は
な
く
、
森
山
城
の
あ
る
東
庄
を
地
盤
と
す
る
、
山
城
守

を
称
す
る
家
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
（
９
）

れ
る
。

後
に
胤
富
は
古
河
公
方
足
利
義
氏
に
、
海
上
氏
の
名
跡
を
千
葉
能
化
丸
が

継
ぐ
こ
と
に
定
ま
っ
た
旨
を
言
上
し
、
義
氏
も
そ
れ
を
認
め
て
（
１０
）

い
る
。
こ
の

よ
う
に
胤
富
が
海
上
氏
の
家
督
を
相
続
す
る
人
物
を
決
め
、
し
か
も
胤
富
に

近
い
存
在
と
考
え
ら
れ
る
千
葉
能
化
丸
を
、
あ
た
か
も
か
つ
て
の
胤
富
と
同

じ
よ
う
に
海
上
氏
に
送
り
込
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と

が
で
き
た
の
も
、
胤
富
が
海
上
氏
を
継
承
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
な

お
、
義
氏
の
了
承
を
得
て
い
る
の
は
、
千
葉
氏
の
上
位
権
力
で
あ
る
古
河
公

方
の
承
認
に
よ
っ
て
円
滑
に
家
督
継
承
を
行
う
た
め
と
、
海
上
氏
が
鎌
倉
公

方
の
奉
公
衆
で
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
天
正
七
年
（
一

五
七
九
）
に
千
葉
邦
胤
が
受
領
状
を
与
え
た
海
上
山
城
守
（
胤
保
カ
）
は
、

戦国期千葉氏略系図
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こ
の
千
葉
能
化
丸
と
考
え
ら
（
１１
）

れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
昌
胤
は
長
男
の
利
胤
に
家
督
を
継
が
せ
た
が
、
利
胤
は
昌
胤

の
わ
ず
か
一
年
後
の
天
文
十
六
年
（
一
五
四
七
）
に
没
し
、
利
胤
に
は
子
が

い
な
か
っ
た
た
め
弟
の
親
胤
が
千
葉
宗
家
を
継
い
だ
。
こ
の
時
点
で
既
に
胤

寿
は
臼
井
氏
を
、
胤
富
も
海
上
氏
を
継
い
で
い
た
の
で
、
親
胤
が
千
葉
氏
を

継
承
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
昌
胤
に
は
男
子
が
四
人
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、『
千
学
集
抜
粋
』
が
「
御
子
二
人
」
と
し
て
い
る
の
は
、
他
家
に
養
子

と
し
て
入
っ
た
胤
寿
・
胤
富
を
除
い
た
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、
常
胤
以
降
の
千
葉
宗
家
歴
代
当
主
の
実
名
の
う
ち
、
通
字
で
あ
る

「
胤
」
が
先
に
来
る
の
は
、
胤
直
と
胤
富
の
み
で
あ
る
。
千
葉
氏
に
お
い
て

は
、
宗
家
当
主
が
一
族
家
臣
に
「
胤
」
の
字
を
与
え
、
こ
れ
を
拝
領
し
た
側

は
「
胤
」
を
上
に
置
い
た
実
名
を
名
乗
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
偏
諱
を
与

え
る
、
一
字
を
拝
領
す
る
と
い
っ
た
行
為
は
、
惣
領
と
一
族
で
あ
る
こ
と
や

主
従
関
係
を
確
認
す
る
う
え
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
考
え
る
と
、
胤
富
と
い
う
実
名
は
千
葉
家
当
主
に
相
応
し
い
も
の
で

は
な
く
、
一
族
家
臣
と
し
て
の
も
の
と
言
え
よ
う
。
胤
寿
・
胤
富
は
父
昌
胤

か
ら
偏
諱
を
与
え
ら
れ
、
一
族
家
臣
に
列
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
親
胤
は
『
千
葉
大
系
図
』
や
『
千
葉
伝
考
記
』
な
ど
の
近
世

に
成
立
し
た
諸
書
に
よ
れ
ば
、
家
臣
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
。『
千

葉
伝
考
記
』
は
親
胤
に
つ
い
て
「
剛
愎
驕
慢
に
し
て
、
国
政
を
な
す
に
往
々

私
あ
り
。」
と
し
、「
故
に
氏
族
諸
臣
之
を
疎
ん
じ
、
信
服
せ
ず
。
其
の
兄
胤

富
に
家
督
を
継
が
し
め
ん
と
」
し
て
親
胤
を
弑
し
た
と
さ
れ
（
１２
）

る
が
、
親
胤
の

性
格
に
関
す
る
記
述
は
、
胤
富
の
千
葉
宗
家
継
承
を
正
当
化
す
る
た
め
の
曲

筆
に
他
な
ら
な
い
。
ま
た
、
戦
国
期
の
千
葉
家
菩
提
寺
で
あ
る
海
隣
寺
（
佐

倉
市
）
に
あ
っ
た
阿
弥
陀
如
来
像
は
、
千
葉
氏
の
も
と
で
活
躍
し
た
仏
師
浄

慶
の
作
で
あ
る
が
、
非
業
の
死
を
遂
げ
た
親
胤
の
怨
霊
を
鎮
め
る
た
め
に
胤

富
に
よ
っ
て
造
像
さ
れ
た
と
い
う
指
摘
が
（
１３
）

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
み
る
と
、
親
胤
殺
害
と
こ
れ
に
よ
る
胤
富
の
千
葉

氏
継
承
は
、「
佐
倉
千
葉
氏
」
か
ら
「
海
上
千
葉
氏
」
へ
の
交
代
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

な
お
、「
原
文
書
」
な
ど
に
み
ら
れ
る
「
鶴
丸
型
黒
印
」
は
、
胤
富
の
代

に
使
用
さ
れ
た
印
判
で
あ
り
、
邦
胤
の
「
龍
朱
印
」
と
と
も
に
戦
国
期
の
千

葉
氏
の
印
判
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
「
鶴
丸
型
黒
印
」
は
既
に
小
笠
原

長
和
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
海
上
氏
の
紋
章
に
由
来
す
る
と
考
え

ら
（
１４
）

れ
る
。『
千
学
集
抜
粋
』
の
「
惣
代
七
社
の
事
」
に
は
、
海
上
氏
の
紋
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
み
え
る
。

一
、
海
上
の
紋
は
む
か
し
は
九
曜
に
て
、
小
紋
ハ
鶴
の
丸
也
、
頼
朝
当
国

を
討
た
れ
け
る
時
、
三
家
六
（
党
）
東
ま
ゐ
ら
れ
け
る
、
海
上
太
郎
常
幹

に
、
御
扇
に
鶴
亀
つ
い
た
る
を
ハ
御
手
移
し
に
給
ハ
り
け
る
、
夫
よ

り
し
て
小
紋
に
は
鶴
亀
を
そ
せ
ら
れ
け
る
、
海
上
ハ
丸
鶴
也
、
（
庶
子
）

そ
し

ハ
舞
鶴
也
、

こ
れ
に
よ
っ
て
海
上
氏
の
小
紋
が
「
鶴
の
丸
」
で
あ
り
、「
鶴
丸
型
黒
印
」

は
こ
れ
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
印
判
も
、
胤
富
が

海
上
氏
か
ら
千
葉
宗
家
を
継
い
だ
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
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こ
う
し
て
千
葉
宗
家
を
継
承
し
た
胤
富
は
、
森
山
城
か
ら
本
佐
倉
城

（
酒
々
井
町
・
佐
倉
市
）
に
移
り
、
か
つ
て
胤
富
が
在
城
し
て
い
た
森
山
城

は
、
千
葉
氏
の
東
総
支
配
の
中
枢
と
な
っ
た
。「
原
文
書
」
は
多
様
な
文
書

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
が
、
敢
え
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
千
葉
氏
の
発
給
文
書

は
本
佐
倉
城
の
胤
富
・
邦
胤
か
ら
森
山
城
の
周
辺
で
の
軍
事
動
員
や
森
山
城

の
拡
張
・
普
請
、
森
山
城
周
辺
に
お
け
る
水
運
の
掌
握
、
そ
し
て
森
山
城
に

よ
り
領
域
支
配
が
行
わ
れ
て
い
る
地
域
、
す
な
わ
ち
森
山
領
の
支
配
の
た
め

に
出
さ
れ
た
文
書
群
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
「
原
文
書
」
の

基
本
的
な
性
格
は
、
海
上
氏
と
深
い
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
た
胤
富
が
千
葉

氏
を
継
承
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
（
１５
）

あ
る
。

ま
た
、
千
葉
氏
の
妙
見
信
仰
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、『
千
学
集
抜
粋
』

や
『
千
葉
妙
見
大
縁
起
絵
巻
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
海
上
氏
の
一
族
で
あ

る
本
庄
氏
が
妙
見
の
祭
祀
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
（
１６
）

い
た
。
こ
れ
も
戦
国

期
に
お
け
る
千
葉
氏
と
海
上
氏
と
の
関
係
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。二

「
千
葉
胤
富
条
書
」
に
み
る
海
上
氏

「
千
葉
胤
富
条
書
」
は
「
原
文
書
」
の
な
か
で
も
豊
富
な
内
容
を
持
つ
史

料
で
（
１７
）

あ
る
。
胤
富
が
森
山
城
将
の
海
上
蔵
人
・
石
毛
大
和
守
に
宛
て
た
長
文

の
文
書
で
、
冒
頭
に
「
覚
」
と
あ
り
七
箇
条
に
わ
た
っ
て
記
さ
れ
、
胤
富
の

花
押
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。

本
章
で
は
、
こ
の
「
千
葉
胤
富
条
書
」
を
中
心
に
、
従
来
注
目
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
戦
国
期
の
海
上
氏
、
特
に
常
陸
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
る
こ

と
と
す
る
。
な
お
、
千
葉
大
学
大
学
院
原
文
書
講
読
会
に
お
い
て
、
筆
者
も

海
上
氏
に
つ
い
て
若
干
の
報
告
を
行
っ
た
が
（
二
〇
〇
九
年
五
月
二
七
日
、

六
月
三
日
、
一
一
月
四
日
）、
本
稿
は
和
氣
俊
行
氏
の
報
告
（
同
年
五
月
二

〇
日
）、
遠
山
成
一
氏
の
報
告
（
同
年
六
月
二
四
日
、
一
〇
月
七
日
）
及
び

佐
藤
博
信
氏
の
教
示
、
そ
し
て
こ
れ
ら
を
も
と
に
し
た
参
加
者
諸
氏
に
よ
る

議
論
の
成
果
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
大
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
そ
の
一
箇
条
目
の
冒
頭
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

一
、
海
上
藤
太
郎
、
桜
井
太
郎
左
衛
門
以
下
五
六
人
之
あ
ひ
た
、
御
あ
つ

か
ひ
な
さ
れ
候
、
其
外
之
者
共
ニ
ハ
、
年
貢
田
を
手
作
と
し
て
、
所

を
さ
た
め
ら
れ
、
あ
ひ
わ
た
さ
れ
候
、（
以
下
略
）

胤
富
は
忠
節
を
励
ん
だ
家
臣
た
ち
に
給
恩
を
与
え
る
こ
と
に
つ
い
て
、
海

上
藤
太
郎
、
桜
井
太
郎
左
衛
門
以
下
五
六
人
の
家
臣
に
は
「
御
あ
つ
か
ひ
な

さ
れ
候
」と
述
べ
、
桜
井
太
郎
左
衛
門
に
名
字
の
地
で
本
領
で
あ
る
桜
井（
銚

子
市
桜
井
町
、
も
し
く
は
香
取
市
桜
井
）
を
宛
行
お
う
と
し
て
い
る
（
１８
）

の
で
、

彼
ら
は
村
レ
ベ
ル
の
所
領
を
知
行
と
し
て
給
付
さ
れ
る
上
級
家
臣
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
彼
ら
は
森
山
領
内
の
村
郷
領
主
で
、
胤
富
の
権
力
を
支
え
る

存
在
で
あ
り
、
そ
の
筆
頭
に
海
上
藤
太
郎
が
み
え
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
藤
太
郎
に
つ
い
て
は
、
平
姓
の
海
上
氏
で
あ
り
な
が
ら
仮
名
に「
藤
」

と
い
う
字
を
用
い
て
お
り
、
常
陸
鹿
島
の
根
本
寺
（
茨
城
県
鹿
嶋
市
）
に
弘

治
四
年
（
一
五
五
八
）
六
月
十
七
日
付
け
で
寄
進
状
を
出
し
て
い
る
海
上
藤

「原文書」と戦国期の海上氏について（外山）
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七
郎
治
繁
と
の
関
連
が
想
起
さ
（
１９
）

れ
る
。

ち
な
み
に
胤
富
の
家
臣
団
に
は
、「
年
貢
田
」、
つ
ま
り
胤
富
に
年
貢
が
納

入
さ
れ
る
田
地
（
直
轄
領
）
を
引
き
渡
さ
れ
、
そ
こ
で
手
作
、
す
な
わ
ち
自

ら
農
業
経
営
を
行
う
「
其
外
之
者
共
」
も
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
ら
は
地

主
・
上
層
農
民
層
で
あ
り
、
海
上
・
桜
井
氏
な
ど
の
上
級
家
臣
に
寄
子
と
し

て
付
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
が
胤
富
の
軍
事
力
の
基

盤
を
形
作
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

次
に
五
箇
条
目
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

一
、
鹿
嶋
無
事
に
付
て
、
是
よ
り
こ
と
ハ
り
に
お
よ
ひ
候
こ
と
く
ハ
、
海

上
宮
内
太
輔
と
ゝ
け
候
て
、
常
州
へ
ま
か
り
う
つ
り
候
も
の
、
一
円

ニ
三
庄
へ
出
入
か
な
ふ
へ
か
ら
さ
る
由
、
相
定
候
間
、
其
心
得
尤

候
、
但
、
宮
内
太
輔
方
へ
手
き
れ
い
た
し
、
当
国
に
て
、
旦
那
な
と

と
り
候
ハ
ん
も
の
ハ
、
国
中
の
は
い
く
わ
い
ハ
、
い
た
す
へ
く
候
、

そ
れ
も
三
庄
へ
之
出
入
を
ハ
、
あ
ひ
や
め
ら
る
乃
事

ま
ず
「
鹿
嶋
無
事
」
と
「
海
上
宮
内
太
輔
と
ゝ
け
候
て
、
常
州
へ
ま
か
り

う
つ
り
候
も
の
」
な
ど
の
記
述
か
ら
、
鹿
島
地
域
で
起
き
た
戦
乱
状
態
が
終

息
し
平
穏
に
戻
っ
た
こ
と
、
海
上
氏
の
一
族
家
臣
の
う
ち
常
陸
に
移
っ
て
い

た
者
が
あ
り
、
そ
の
中
心
人
物
が
宮
内
太
輔
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
（
２０
）

か
る
。

な
お
、
こ
れ
と
の
関
係
は
定
か
で
は
な
い
が
、『
千
学
集
抜
粋
』
の
「
本

庄
苗
子
海
上
を
退
散
の
事
」
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
え
る
。

一
、
常
見
・
海
応
ハ
兄
弟
也
、
弟
海
応
、
兄
常
見
の
子
松
王
殿
を
害
し
け

る
、
松
王
殿
方
人
本
庄
神
四
郎
も
打
れ
に
け
り
、
海
応
の
子
は
千
く

ミ
殿
と
申
也
、
狭
間
の
真
恵
法
印
、
鹿
島
へ
落
て
死
せ
り
、
松
王
殿

深
く
引
せ
給
ひ
し
ゆ
ゑ
也
、
本
庄
大
和
守
二
つ
子
の
年
の
事
也
、
其

時
鹿
島
へ
落
て
源
五
郎
・
源
七
郎
と
て
二
人
の
子
を
持
給
ふ
也
、
四

月
六
日
千
く
ミ
殿
打
死
ハ
海
上
将
監
か
わ
さ
也
、
天
正
四
年
丙
子
ま

で
凡
三
十
五
年
な
り
、

海
上
一
族
で
内
紛
が
起
き
、
海
応
は
兄
常
見
の
子
で
あ
る
松
王
を
殺
害

し
、
松
王
方
に
属
し
た
本
庄
神
四
郎
も
殺
さ
れ
た
。
狭
間
の
真
恵
法
印
は
海

上
氏
と
関
係
の
深
い
僧
侶
と
考
え
ら
れ
る
が
、
鹿
島
に
落
ち
て
死
去
（
２１
）

し
た
。

こ
れ
ら
は
神
四
郎
の
子
の
本
庄
大
和
守
が
二
歳
の
時
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。

大
和
守
も
鹿
島
に
落
ち
の
び
、
そ
こ
で
源
五
郎
・
源
七
郎
と
い
う
二
子
を

持
っ
た
。
し
か
し
、
海
応
の
子
で
あ
る
千
く
ミ
殿
も
海
上
将
監
に
よ
っ
て
討

た
れ
て
し
ま
っ
た
。

判
然
と
し
な
い
部
分
が
あ
る
も
の
の
、
概
略
は
こ
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
本

庄
氏
は
海
上
庄
本
庄
郷
を
名
字
の
地
と
す
る
有
力
な
海
上
氏
の
一
族
で
あ
る

が
、
こ
の
内
紛
に
よ
っ
て
海
上
庄
か
ら
没
落
し
て
常
陸
鹿
島
に
移
っ
た
の
で

あ
る
。
鹿
島
は
松
王
方
の
拠
点
で
あ
り
、
海
上
氏
が
香
取
の
海
対
岸
の
鹿
島

に
ま
で
勢
力
を
伸
ば
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
触
れ

た
海
上
治
繁
に
よ
る
根
本
寺
へ
の
寺
領
寄
進
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
。
鹿

島
に
移
っ
た
海
上
氏
に
つ
い
て
は
、
同
じ
『
千
学
集
抜
粋
』
の
「
惣
代
七
社

の
事
」
に
も
「
胤
定
伊
賀
守
子
孫
ハ
、
常
陸
鹿
島
へ
移
り
お
わ
し
ま
す
」
と

あ
る
。
結
局
、
こ
の
騒
動
は
海
応
の
子
千
く
ミ
が
海
上
将
監
に
討
た
れ
た
こ

と
に
よ
っ
て
終
息
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
記
事
が
書
か
れ
た
天

中世東国史の総合的研究
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正
四
年
（
一
五
七
六
）
の
三
五
年
前
、
つ
ま
り
天
文
一
〇
年
（
一
五
四
一
）

年
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
海
上
一
族
で
内
紛
が
起
き
、
一
方
が
鹿

島
に
移
っ
て
同
地
を
拠
点
と
し
て
い
た
と
い
う
点
で
、「
千
葉
胤
富
条
書
」

と
ま
さ
に
共
通
し
た
構
図
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

話
を
「
千
葉
胤
富
条
書
」
に
戻
す
と
、
海
上
宮
内
太
輔
と
関
係
を
結
ん
で

常
陸
に
移
っ
た
者
た
ち
が
「
三
庄
」（
森
山
領
を
構
成
す
る
海
上
庄
・
東
庄
・

木
内
庄
の
三
つ
の
荘
園
か
）
に
出
入
り
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
（
２２
）

い
る
。
し

か
し
、
こ
れ
を
定
め
た
の
は
森
山
城
将
の
海
上
蔵
人
・
石
毛
大
和
守
で
あ

り
、
胤
富
は
「
其
心
得
尤
候
」
と
海
上
・
石
毛
の
決
定
を
追
認
し
た
に
過
ぎ

な
い
。

つ
ま
り
、
常
陸
に
勢
力
を
持
つ
宮
内
太
輔
と
蔵
人
を
は
じ
め
と
す
る
下
総

の
海
上
氏
と
の
間
に
対
立
が
生
じ
て
お
り
、
胤
富
は
下
総
の
海
上
氏
を
支
持

し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
か
つ
て
海
上
氏
の
名
跡
を
継
い
で
森
山
城
に
在
城

し
、
下
総
の
海
上
氏
を
自
己
の
権
力
基
盤
と
す
る
胤
富
に
と
っ
て
、
こ
れ
は

当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
常
陸
に
移
っ
た
者
で
あ
っ
て
も
、
宮
内
太
輔
方
と「
手
き
れ
」、

つ
ま
り
関
係
を
絶
っ
て
、
下
総
で
新
た
な
旦
那
（
主
人
）
を
持
っ
た
者
に
つ

い
て
は
、
下
総
国
中
（
千
葉
氏
の
領
国
）
で
の
徘
徊
（
活
動
）
を
「
い
た
す

へ
く
候
」
と
述
べ
て
、
胤
富
は
積
極
的
に
認
め
て
（
２３
）

い
る
。
香
取
の
海
を
舞
台

と
す
る
水
運
と
流
通
活
動
が
、
領
国
の
繁
栄
に
必
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
胤
富
は
国
中
で
の
活
動
を
許
可
し
な
が
ら
も
、
あ
く
ま
で
も

「
三
庄
」
へ
の
出
入
り
だ
け
は
禁
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
蔵
人
ら
下
総
の
海
上

氏
か
ら
の
強
い
要
請
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
蔵
人
ら
は
、
元
々
海
上

庄
に
地
盤
を
持
っ
て
い
た
宮
内
太
輔
方
に
よ
っ
て
、「
三
庄
」
に
お
け
る
既

得
権
益
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
あ
る
。
胤
富
は
領
国
経
営
と
い

う
視
点
と
蔵
人
ら
の
要
求
と
の
妥
協
点
を
探
り
、「
三
庄
」
へ
の
出
入
り
の

み
を
認
め
な
い
と
い
う
か
た
ち
を
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
条
目
は
海
上
一
族
に
お
け
る
、
常
陸
に
勢
力
を
持

つ
者
と
下
総
に
残
っ
た
者
と
の
対
立
を
前
提
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

両
者
の
背
後
に
は
そ
れ
ぞ
れ
水
運
業
者
や
流
通
商
人
が
お
り
、
そ
れ
ら
の
利

権
を
め
ぐ
る
対
立
が
海
上
一
族
の
内
紛
を
複
雑
化
さ
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
下
総
の
海
上
氏
や
こ
れ
に
近
い
存
在
で
あ
る
石
毛
・
原
・
安
藤

氏
ら
に
支
え
ら
れ
、
時
に
は
彼
ら
の
行
動
を
追
認
し
、
実
質
的
に
は
彼
ら
に

左
右
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
千
葉
胤
富
の
権
力
の
在
り
方
も
窺
い
知
る
こ
と

が
で
き
る
。

お
わ
り
に

三
方
を
水
に
囲
ま
れ
た
海
上
庄
の
地
は
、
香
取
の
海
と
呼
ば
れ
た
広
大
な

内
海
と
太
平
洋
の
接
点
に
位
置
す
る
と
い
う
地
理
的
条
件
に
恵
ま
れ
、
中
世

か
ら
近
代
に
至
る
ま
で
水
運
の
要
地
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
戦
国
期
に
は
、
横

根
郷
な
ど
の
九
十
九
里
浜
北
部
で
は
製
塩
が
盛
ん
で
あ
っ
（
２４
）

た
が
、
そ
の
塩
も

香
取
の
海
沿
岸
の
津
に
運
ば
れ
て
い
た
。
香
取
の
海
に
面
し
た
野
尻
の
津

「原文書」と戦国期の海上氏について（外山）
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（
野
尻
河
岸
）
を
拠
点
に
活
躍
し
た
宮
内
氏
は
、
当
地
に
お
け
る
水
運
の
繁

栄
を
象
徴
す
る
戦
国
期
の
流
通
商
人
で
あ
（
２５
）

っ
た
。
宮
内
氏
の
よ
う
な
流
通
商

人
を
通
し
て
水
運
と
流
通
を
掌
握
す
る
こ
と
は
、
海
上
氏
の
権
力
の
源
泉
で

あ
っ
た
。

海
上
氏
の
名
跡
を
継
い
で
い
た
胤
富
は
、
海
上
氏
を
は
じ
め
、
石
毛
氏
や

原
氏
な
ど
の
香
取
の
海
沿
岸
に
蟠
踞
し
た
勢
力
を
基
盤
と
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
力
を
伸
ば
し
、
彼
ら
の
上
位
権
力
と
し
て
の
地
位
を
得
た
の
で
あ
る
。
千

葉
宗
家
を
出
自
と
す
る
と
い
う
貴
種
性
も
、
彼
ら
の
結
節
点
と
な
る
う
え
で

大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
で
あ
ろ
う
。

や
が
て
胤
富
の
も
と
に
結
集
し
た
海
上
氏
を
は
じ
め
と
す
る
東
総
地
域
の

勢
力
と
、
親
胤
を
支
え
た
本
佐
倉
城
周
辺
の
勢
力
と
の
間
で
、
権
力
闘
争
が

引
き
起
こ
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
胤
富
が
千
葉
氏
当
主
の
座
に
就
い
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
が
「
海
上
系
千
葉
氏
」
の
成
立
に
他
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
胤
富
の
権
力
は
、
必
然
的
に
海

上
氏
た
ち
東
総
地
域
の
勢
力
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「
没
落
過
程
に
お
け
る
千
葉
氏
に
あ
っ
て
掉
尾
の
勇
を
振
っ
た
」
と
評
価
さ

れ
る
胤
富
で
あ
（
２６
）

る
が
、
そ
の
権
力
は
限
界
を
有
し
た
の
で
あ
る
。「
原
文
書
」

は
、
そ
の
丹
念
な
読
み
込
み
に
よ
っ
て
戦
国
期
の
千
葉
氏
権
力
の
在
り
方
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
史
料
と
し
て
、
高
い
価
値
を
有
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

注（
１
）「
北
条
氏
政
カ
条
書
案
」『
千
葉
縣
史
料

中
世
篇

諸
家
文
書
補
遺
』

（
一
九
九
一
年
）
の
「
原
文
書
」

二
八
号
、『
千
葉
市
史

史
料
編
３

近
世
』（
一
九
八
〇
年
）
の
「
下
総
原
文
書
に
つ
い
て
」
四
六
号
、『
千

葉
縣
史
料

中
世
篇

縣
外
文
書
』（
一
九
六
六
年
）
の
七
八
四
号
。

た
だ
し
『
千
葉
市
史
』
と
『
縣
外
文
書
』
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所

蔵
の
影
写
本
（「
越
前
原
文
書
」）
に
よ
る
。

森
山
城
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
原
文
書
に
見
る
森
山
城
―
戦
国
末
期

に
お
け
る
支
城
の
考
察
―
」（『
千
葉
城
郭
研
究
』
二
号
、
一
九
九
二
年
）

を
参
照
。

（
２
）
東
氏
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
鎌
倉
時
代
の
東
氏
―
東
国
武
士
の
歌
の

家
―
」（『
千
葉
県
史
研
究
』
一
一
号
別
冊
「
中
世
特
集
号

中
世
の
房

総
、
そ
し
て
関
東
」
二
〇
〇
三
年
）
等
を
参
照
。

（
３
）
山
田
邦
明
「
鎌
倉
府
の
奉
公
衆
」（『
鎌
倉
府
と
関
東
―
中
世
の
政
治

秩
序
と
在
地
社
会
―
』（
校
倉
書
房
、
一
九
九
五
年
。
初
出
は
一
九
八

七
年
）
に
所
収
。

（
４
）
中
島
城
に
つ
い
て
は
、『
千
葉
県
中
近
世
城
跡
研
究
調
査
報
告
書

第
一
一
集
―
中
島
城
跡
・
鹿
渡
城
跡
測
量
調
査
報
告
―
』（
千
葉
県
教

育
委
員
会
、
一
九
九
一
年
）、
井
上
哲
朗
「
中
島
城
跡
」（『
千
葉
県
の

歴
史

資
料
編

中
世
１
（
考
古
資
料
）』
一
九
九
八
年
）
等
を
参
照
。

（
５
）
小
笠
原
「
下
総
三
崎
荘
の
古
寺
と
海
上
千
葉
氏
」『
中
世
房
総
の
政

治
と
文
化
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
。
初
出
は
一
九
六
九
年
）、
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同
「
銚
子
地
方
の
中
世
文
化
―
下
州
引
攝
寺
の
所
在
、
並
び
に
猿
田
神

社
奉
納
俳
諧
銅
板
を
中
心
に
―
」（『
海
上
町
史
研
究
』
二
四
号
、
一
九

八
六
年
）、
川
名
「
下
総
三
崎
荘
と
海
上
氏
」（
同
）、
篠
崎
「
海
上
氏

と
円
福
寺
文
書
」（『
銚
子
市
史
』
一
九
五
六
年
）、
横
田
「
九
条
家
領

下
総
国
三
崎
荘
に
つ
い
て
」（『
千
葉
県
の
歴
史
』
四
二
・
四
三
号
、
一

九
九
二
年
）、
同
「
下
総
円
福
寺
と
守
護
、
国
人
」（『
国
史
学
』
一
五

一
号
、
一
九
九
三
年
）、
高
森
「
海
上
氏
の
墳
塋
と
菩
提
寺
考
（
海
上

城
主
の
墓
石
と
菩
提
寺
を
め
ぐ
る
諸
問
題
）」（
千
葉
市
立
郷
土
博
物
館

『
研
究
紀
要
』
二
号
、
一
九
九
六
年
）
等
が
あ
る
。
海
上
氏
関
係
史
料

は
『
海
上
町
史
・
資
料
編
１
』（
一
九
八
五
年
）
に
集
成
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
原
文
書
に
見
る
森
山
城
」
で
言
及

し
た
。

（
７
）
か
つ
て
は
「
千
学
集
抄
」（『
改
訂

房
総
叢
書

第
二
輯
』
一
九
五

九
年
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、『
妙
見
信
仰
調
査
報
告
書
（
二
）』（
千

葉
市
立
郷
土
博
物
館
、
一
九
九
三
年
）
で
国
立
公
文
書
館
所
蔵
本
が
翻

刻
さ
れ
、
史
料
的
価
値
が
高
ま
っ
た
。
本
稿
も
こ
れ
に
よ
る
。

（
８
）『
千
葉
大
系
図
』
は
『
改
訂

房
総
叢
書

第
五
輯
』（
一
九
五
九
年
）

所
収
。

（
９
）『
千
葉
県
の
歴
史

通
史
編

中
世
』（
二
〇
〇
七
年
）
の
第
二
章
「
房

総
に
お
け
る
国
衆
の
展
開
」
第
一
節
「
千
葉
氏
の
領
国
支
配
」。

（
１０
）「
足
利
義
氏
書
状
」（「
興
野
文
書
」、『
千
葉
県
の
歴
史

資
料
編

中
世
４
（
県
外
文
書
１
）』
二
〇
〇
三
年
）」。
能
化
丸
は
、
胤
富
の
庶

子
で
あ
ろ
う
。

（
１１
）「
千
葉
邦
胤
受
領
状
写
」（「
下
総
崎
房
秋
葉
孫
兵
衛
旧
蔵
模
写
文
書

集
」
の
「
銚
子
浦
某
家
旧
蔵
文
書
」、『
千
葉
県
の
歴
史

資
料
編

中

世
３
（
県
内
文
書
２
）』
二
〇
〇
一
年
）

（
１２
）
前
掲
『
改
訂

房
総
叢
書

第
二
輯
』
所
収
。
同
様
の
記
述
は
『
千

葉
大
系
図
』
の
ほ
か
、『
千
葉
実
録
』（『
改
訂

房
総
叢
書

第
二
輯
』

所
収
）
等
に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１３
）
川
戸
彰
「
に
お
け
る
一
仏
師
の
活
躍
―
そ
の
墨
書
銘
を
め
ぐ
っ
て
―
」

（『
千
葉
県
の
歴
史
』
一
三
号
、
一
九
七
七
年
）

（
１４
）「
下
総
千
葉
氏
に
関
す
る
諸
問
題
」（
前
掲
『
中
世
房
総
の
政
治
と
文

化
』。
初
出
は
一
九
七
七
年
）。「
戦
国
期
千
葉
氏
関
係
文
書
」（『
旭
市

史

第
三
巻
』
一
九
七
五
年
）
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
。
な
お
、
千

葉
氏
の
印
判
に
つ
い
て
は
、
市
村
高
男
「
関
東
に
お
け
る
非
北
条
氏
系

領
主
層
の
印
章
」（
有
光
友
學
編
『
戦
国
期

印
章
・
印
判
状
の
研
究
』

岩
田
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）
に
も
言
及
が
あ
る
。

（
１５
）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
前
掲
「
原
文
書
に
見
る
森
山
城
」
で
言
及

し
た
。

（
１６
）『
千
葉
妙
見
大
縁
起
絵
巻
』
は
、
千
葉
市
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
一

九
九
五
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
１７
）
前
掲
『
千
葉
縣
史
料

中
世
篇

諸
家
文
書
補
遺
』
の
「
原
文
書
」

一
六
号
、
同
『
千
葉
市
史

史
料
編
３

近
世
』
の
「
下
総
原
文
書
に

つ
い
て
」
九
号
、
同
『
千
葉
縣
史
料

中
世
篇

縣
外
文
書
』
の
六
二
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〇
号
。

（
１８
）
し
か
し
桜
井
を
宛
行
う
こ
と
は
で
き
ず
、
胤
富
は
替
地
と
し
て
長
塚

（
銚
子
市
長
塚
町
）
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

（
１９
）「
海
上
治
繁
寄
進
状
」（「
根
本
寺
文
書
」、
前
掲
『
千
葉
県
の
歴
史

資
料
編

中
世
４
（
県
外
文
書
１
）』）。

ち
な
み
に
「
鹿
島
大
禰
宜
系
図
」（「
鹿
島
東
�
宜
系
図
」『
続
群
書
類

従
・
第
七
輯
下

系
図
部
』）
で
は
、
東
氏
の
出
身
で
鹿
島
神
宮
の
禰

宜
家
の
養
子
と
な
っ
た
勝
繁
に
つ
い
て
詳
細
な
注
が
付
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
香
取
の
海
を
挟
ん
だ
下
総
・
常
陸
両
国
を
舞
台
と
し
て
永

正
期
に
起
き
た
「
鹿
島
大
乱
」
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
永
正
一
六
年

（
一
五
一
九
）
に
は
「
海
上
衆
」
や
「
イ
ス
ケ
（
石
毛
カ
）」
が
鹿
島

を
攻
め
た
が
敗
れ
、
翌
年
に
「
鹿
島
和
談
」
と
な
っ
た
と
い
う
。
東
庄

の
上
代
桜
井
の
出
で
あ
る
「
桜
井
家
風
」
と
し
て
「
繁
」
を
通
字
と
す

る
一
族
が
多
く
み
え
、
海
上
治
繁
と
の
関
係
も
考
え
ら
れ
る
。『
鹿
島

治
乱
記
』（『
群
書
類
従
二
一
輯
合
戦
部
』）
は
、
こ
の
大
乱
を
題
材
と

し
た
軍
記
物
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
飛
田
英
世
「
史
実
と
虚
構

の
中
世
―
鹿
島
治
乱
記
の
世
界
―
」（『
鹿
島
中
世
回
廊

古
文
書
に
た

ど
る
頼
朝
か
ら
家
康
へ
の
時
代
』
鹿
島
町
文
化
ス
ポ
ー
ツ
財
団
、
一
九

九
二
年
）
参
照
。

（
２０
）
他
の
史
料
や
系
図
類
に
も
宮
内
太
輔
を
名
乗
る
海
上
氏
を
見
い
だ
す

こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
系
譜
や
鹿
島
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ

る
。

（
２１
）
狭
間
の
法
印
は
、
海
上
庄
内
に
い
た
僧
侶
で
、
海
上
一
族
の
出
身
と

考
え
ら
れ
る
。
銚
子
市
南
小
川
町
に
小
字
「
狭
間
」、
同
余
山
町
に
小

字
「
ハ
サ
マ
」
が
あ
る
。

（
２２
）「
鹿
島
大
禰
宜
系
図
」（
注
（
１９
））
に
は
「
三
庄
」「
三
庄
ノ
衆
」
と

の
表
現
が
み
え
る
が
、
記
載
さ
れ
た
地
名
や
寺
社
（
樹
林
寺
・
玉
子
大

明
神
〔
東
大
社
〕・
貝
塚
新
宮
・
東
福
寺
）
な
ど
か
ら
東
庄
を
含
む
地

域
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
史
料
は
、
佐
藤
博
信
氏
の
教
示
に
よ
る
。

（
２３
）
徘
徊
を
認
め
ら
れ
た
の
は
、
商
人
や
宗
教
者
等
で
あ
ろ
う
。

（
２４
）
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
七
月
二
〇
日
付
け
「
千
葉
胤
富
判
物
」（
前

掲
『
千
葉
縣
史
料

中
世
篇

諸
家
文
書
補
遺
』
の
「
原
文
書
」
一
号
、

同
『
千
葉
市
史

史
料
編
３

近
世
』
の
「
下
総
原
文
書
に
つ
い
て
」

三
号
、
同
『
千
葉
縣
史
料

中
世
篇

縣
外
文
書
』
の
八
一
二
号
）
に

は
、
須
賀
（
旭
市
）
で
製
塩
が
行
わ
れ
、
千
葉
氏
が
塩
竈
や
塩
舟
に
税

を
課
し
た
り
、
塩
荷
の
統
制
を
し
て
い
た
こ
と
が
み
え
る
。

（
２５
）
宮
内
氏
と
海
上
庄
付
近
の
流
通
に
つ
い
て
は
、
滝
川
恒
昭
「
戦
国
期

房
総
に
お
け
る
流
通
商
人
の
存
在
形
態
」（
千
葉
歴
史
学
会
編
『
中
世

東
国
の
地
域
権
力
と
社
会
』
岩
田
書
院
、
一
九
九
六
年
）
に
詳
し
い
。

「
宮
内
文
書
」
は
滝
川
論
文
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、『
下
総
旧
事
』

に
み
る
こ
と
が
で
き
る
（
前
掲
「
戦
国
期
千
葉
氏
関
係
文
書
」『
旭
市

史

第
三
巻
』
所
収
）。

（
２６
）
小
笠
原
「
戦
国
末
期
に
お
け
る
下
総
千
葉
氏
」（
前
掲
『
中
世
房
総

の
政
治
と
文
化
』、
初
出
は
一
九
七
〇
年
）。
前
掲
「
戦
国
期
千
葉
氏
関
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係
文
書
」
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
。
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